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市内の医療･介護施設で働きたい人市内の医療･介護施設で働きたい人へへ

修学資金を貸し付けしま修学資金を貸し付けしますす

市内の医療･介護施設で介護福祉士や看護師として働くことを志す人に､資格

取得のための修学に関する費用を貸し付けします。詳しくは市ホームページを

ご覧ください｡

■対象ᓷዛ

保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、

社会福祉士、介護福祉士

■貸ή人数 ８人以内

■対象者 次の全てに当てはまる人

陰資格・免許取得のため、２年度に入学予定の人また

は２年４月以降に在学する学生

隠卒業後、市内の医療施設や介護施設などで医療介護

従事者として勤務する意志がある人

韻類似する奨学金の貸し付けを受けていない人

■対象となる学ോ

上記対象職種を養成する日本の大学、短期大学、大

学院、専門または各種学校、養成所など

■貸付ᩆ額の上限額

Ǟ保健師・助産師・看護師・社会福祉士

…入学一時金100万円、月額貸付金７万円

Ǟ准看護師・歯科衛生士・介護福祉士

…入学一時金70万円、月額貸付金５万円

■申ᠱ方

申請先で配布する申請書（市ホームページにも掲載）

と必要書類を提出※郵送可、持参の場合は平日のみ

■申ᠱ期間 ２年１月11日上～31日鞘

■問い合わせ・申ᠱ先

Ǟ保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士

…本庁健康増進課（察34-2901）

Ǟ社会福祉士・介護福祉士

…本庁長寿社会課（察34-2196）

国道397号・胆沢ダム周辺の市道国道397号・胆沢ダム周辺の市道がが
冬期通行止め冬期通行止めにに

国道397号（胆沢若柳尿
しと

前～秋田県境）と、胆沢ダ
まえ

ム周辺の市道・林道が冬期間の通行止めになっていま

す。これに伴い、馬留広場、奥州湖眺望台、石渕広場、
うまどめ

おろせ広場も冬期間は閉鎖します。

【通行止め路線（路線位置は右図参照）・通行止め期間】

▼国道397号

尿前～平七沢…２年４月10日鞘まで（予定）

平七沢～秋田県境…２年６月下旬まで（予定）

※大荒沢橋の補修工事のため、例年より通行止めの

解除の時期が遅れる見通し

▼市道・林道

陰市道谷子沢南前川山線（栗駒焼石ほっとライン）、
や ご さわみなみまえかわやま

隠市道追分東前川山線、
おいわけひがしまえかわやま

韻市道横岳前山市野々線、
よこだけまえやまいち の の

吋市道馬留線、
うまどめ

右市道馬留迎市野々線、宇林道馬留
うまどめむかえいち の の

線、烏林道尿前線…２年４月24日鞘まで（予定）

※通行止め期間は積雪などの状況により変更する場合
があります。市道の通行止め解除の時期は、２年４

月に市ホームページなどでお知らせします。

【通行止め路線図】

【問い合わせ】

▼国道397号…県南広域振興局土木部道路河川環境課
（察22-2881）

▼市道・林道…本庁維持管理課管理係（江刺総合支所・
察34-2494）

3（2019.11）

●家屋の取り壊し

●未登記家屋の取得

小݀特殊自動車( )は軽自動車税の申告を
乗用装置がある小型特殊自動車は、公道を走行しない場合でも軽自動車税の

申告が必要です（固定資産税の償却資産の申告対象にはなりません）。乗用装置

がある小型特殊自動車を取得したときは、必ず軽自動車税の申告をしてナン

バープレートの交付を受けてください。

■問い合わせ＝本庁税務課市民税係（察34-2173）

【提出期限】

２年１月31日鞘

【申告受け付け会場・日時】

Ӥ資産の申告はおめに
事業を営む企業や個人（以下、事業者）には、その事業のために所有する構築物、機械、備

品などの償却資産（自動車は大型特殊自動車のみ対象）に対し、固定資産税が課税されます。事

業者は、その資産が所在する市町村への申告が必要です。申告が必要と思われる事業者には、

12月中旬までに申告用紙などを送付しますので、必要事項を記入し、期限までに提出してくだ

さい。なお、新たに申告する場合や申告用紙が届かない場合はご連絡ください。

■問い合わせ・連絡先＝本庁税務課家屋係（察34-2376）

日 時会 場

随時受け付けます本庁税務課家屋係

午前９時～
午後４時

２年１月９日障
江刺総合支所
市民生活グループ

２年１月10日鞘
前沢総合支所
市民福祉グループ

２年１月７日鍾
胆沢総合支所
市民生活グループ

午前９時～正午２年１月８日鐘
衣川総合支所
市民福祉グループ

※各総合支所では、上記以外の開庁日も受け付けますが、できる
だけ上記日時での申告をお願いします

【交付されるナンバープレート】

家屋の固定資産税は、１月１日現在の所

有者に課税しています。年内に取り壊した

家屋は、次年度から課税しませんので、速

やかに連絡をお願いします。後日職員が確

認に伺います。

また、未登記家屋の売買、相続などで権

利が異動した場合は、未登記家屋所有者名

義変更届の提出が必要です。

①農耕用…農耕トラクター、コンバイン、田植機、農業用薬剤散布車など
（乗用装置があり最高速度が時速35灼未満のもの）

②その他…フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラなど
（乗用装置があり、最高速度が時速15km以下、車両の長さ4.7m以下、車両の幅1.7m以下、
車両の高さ2.8m以下の全てを満たすもの）

①と②に該当しない車両のうち事業用として所有するものは、固定資産税（償却資産）
の申告が必要です

対 象

①農耕用 2,000円 ②その他 5,900円
※毎年４月１日現在の所有者に対して課税

税 額
（年額）

◎販売店から購入した場合
所有者、使用者の印鑑、販売証明書（販売店の押印、車台番号、
車名の記載があるもの）

◎販売店からの購入以外の場合
譲り受けなどの場合はお問い合わせください

申告に
必要なもの

本庁税務課市民税係または各総合支所税担当グループ申告窓口

農ᓚ用
その他

税 のお知らせ

市へご連絡を




